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平成２５年度「保育園入園説明会」と「申込み」の受付を行います！

保育園では こんな支援や活動を行っています保育園では こんな支援や活動を行っています保育園では こんな支援や活動を行っています

１日入園にご参加ください

ごみ出しのルールを
　　　　　守ってください！
ごみ出しのルールを
　　　　　守ってください！
ごみ出しのルールを
　　　　　守ってください！

我が家のねこが、みんなに迷惑をかけている！？我が家のねこが、みんなに迷惑をかけている！？

無責任な飼い方は、地域のみんなの迷惑です！無責任な飼い方は、地域のみんなの迷惑です！

　下諏訪町衛生自治会連合会と下諏訪町では、６月に「ごみ出しルールの徹底 強化月間 ～ルールの
守られていないごみは収集しません！～」を、７月に「分別の徹底によるごみの減量化 強化月間 ～
その他紙・生ごみ・衣類を資源化してみましょう。～」を行い、周知徹底を図りましたが、いまだに
無記名を筆頭とするルール違反が後を絶ちません。「家庭ごみの正しい出し方」と「リサイクルカレ
ンダー」を今一度よく読んでいただき、ルールを守ったごみ出しをしていただくようお願いします。

　「庭にねこのウンチがある」、「ねこがごみ袋を破って食い散らかしている」な
どの苦情がたびたび町に寄せられます。ねこの飼い主のみなさん、マナーを守って
いますか？
　ねこのウンチは、犬と同様で飼い主に片付ける義務があります。ウンチの“放
置”は立派な違反行為であり、注意を守らない等ひどい場合には拘留または科料が
科せられます。「犬のように一緒に散歩をしないから、どこでウンチをするかわか
らない」は、近所の人たちにとってみればたいへん迷惑なはなしです！マナーを守

り、責任ある飼い方をお願いします。
　「野良ねこへエサをあげないでください」、これは言葉そのままどおりの、野良ねこにエサをあげ
ない、という意味ではありません。エサをあげるからにはウンチの始末や避妊などすべての世話を
行ってください、という意味です。責任を持った面倒がみられないのであれば、えさは与えないよう
お願いします。

　『ごみ出しのルールを守る』ということは、単にごみを回収してもらう(処理する)、
ということだけではなく、地域の環境衛生・環境美化への第１歩です。
　ルールを守り、きれいな町にしましょう！
■お問い合わせ先　下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係　電話27－1111（内線142）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  清掃センター　電話27－9240

○ねこや犬のことでお困りの場合は、諏訪保健福祉事務所へご相談ください。
○ねこの不妊手術の助成については、長野県動物愛護会諏訪支部へお問い合わ
せください。例年10月～翌年１月の期間に不妊手術を受けた野良ねこ、捨
てねこ、譲渡されたねこの手術料に対し、助成を行っています。
■ご相談、お問い合わせ先
　諏訪保健福祉事務所（動物愛護会諏訪支部も同所）　電話57－2929

○ごみ袋は、下諏訪町指定袋を使用してください。← 岡谷市や諏訪市など他市町村のごみ袋は使えません！
○ごみ袋には、氏名（フルネーム）を書き、袋の口を必ずしばってください。← 特に注意！
○収集日は、地区ごとに曜日で決まっています。← 出し方は「家庭ごみの正しい出し方」で確認！
○資源物は週によって収集する品目が異なります。← 必ず「リサイクルカレンダー」で確認！
○収集車が来る時間に関わらず、明け方（午前６時頃）から午前８時までの間にごみ出ししてく
ださい。
○地区収集場所の管理は、使用するみなさんで行っています。← 管理に責任が持てる収集場所を使って！

～ ごみ出しのルール ～

～湖周行政事務組合からお知らせ～

湖周ごみ処理施設整備事業説明会を開催します
日　時：平成24年10月17日（水）
　　　　［第１回］午後３時～　［第２回］午後７時～
場　所：岡谷市役所９階　大会議室
　　　　■お問い合わせ先　湖周行政事務組合　電話23－4811（内線1571～1573）

※２回とも内容は同じです。ご都
合の良い時間にご参加ください。

　平成25年４月から保育園へ新規に入園を希望される乳幼児の保護者を対象に入園説明会を開催します。
● 保育園に入園できる基準 ●
　保育園は、父母等の保護者、かつ同居の64歳以下の親族全員がいずれかの基準に該当し、家庭で保育
することができないと認められる場合に保護者に代わって児童を保育する場所です。
①家庭外で仕事をしている（会社員・パート・臨時・自営業など）
②家庭内で仕事をしている（農業・内職・自営業など）
③出産して間もない・これから出産する
（出産予定月の前２ヶ月から産後２ヶ月の計５ヶ月以内）
④病気や怪我、その他心身の障がいがある
⑤病気や心身障がいのある親族を介護・看護している
⑥震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている
⑦その他　町長が認める状態にあること（求職活動中の方は最長３ヶ月以内）
※保育園に入園できる基準に該当する家庭の乳幼児を優先しますが、定員に余裕がある場合は、該当しない家庭の
乳幼児も入園することができます。この場合は私的契約となり、保育料は最高金額になります。

● 入園説明会日程 ●　※ どちらの時間帯も説明会の内容は同じです。

● 町内保育園一覧 ●

● 保育園入園申込み受付日程 ●

日　時：10月15日（月）　①14：30～15：30　　②19：00～20：00
場　所：下諏訪総合文化センター（下諏訪町役場となり）１階小ホール　持ち物：筆記用具
どちらか都合の良い時間帯に出席してください。小さなお子様を連れてのご出席はできる限りご遠慮ください。
やむを得ずお連れの場合は、お手元においていただきますようお願いいたします。
当日どうしても出席できない方は、この日の前後で文化センター１階 子育て支援係までお越しください。（窓口
受付時間８：30～17：15）資料をお渡しいたします。

保育園名
さくら保育園
みずべ保育園
とがわ保育園

さくら保育園　10月29日（月）
みずべ保育園　10月30日（火）
とがわ保育園　11月  1日（木）

所 在 地
矢木町214-16
西四王4729-1
東山田社6725-2

27-8764
27-8781
27-3315

170
160
170

7：30～
 18：30

8：00～
 16：00

平成25年４月２日現在
生後８ヶ月以上から

電話番号 定員 ３歳未満児保育 長時間保育 通常保育

入園希望の各保育園にて受付を行います。
受付時間はいずれも９：30～10：30です。
受付当日は三者面談がありますのでお子様と一緒にお越し
ください。※面談は入園可否とは関係ありません。

（とがわ保育園内）
　就学前のお子さんを対象に、こと
ばの発達や行動に心配がある場合、
ことば遊びや親子遊びなどしながら、
相談・指導を行っています。お気軽
にご相談ください。

　来入児を対象に各保育園で１日入園を行います。
　お子さんも保護者の方も一緒に保育園での遊びや食事など体験してみまし
ょう。
・さくら保育園　10/30、11/20、12/18、1/15、1/22、2/19
・とがわ保育園　11/7、12/26、1/16、2/6、3/13
・みずべ保育園　10/18、11/15、12/13、1/10または1/17

だっこの会おはなしの広場
（各保育園内）

　未就園児・在園児の母親でつくる
子育て勉強会「だっこの会」が各保
育園内にあります。子どもや保護者
の交流を行っています。お近くの保
育園にお尋ねください。

せせらぎ園
（とがわ保育園内）

　せせらぎ園は親子で通園していた
だきながらお子さんが健やかに育つ
ように保護者の方からの相談をお受
けし、専門機関と連携して家庭支援
を行っています。


